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研
究
論
文昭

憲
皇
太
后
の
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服

︱
︱
オ
ッ
ト
マ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
を
中
心
に

柗
居
宏
枝

は
じ
め
に

　
本
稿
は
︑
文
献
史
料
を
も
と
に
昭
憲
皇
太
后（

1
）

の
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服（

2
）

に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

　
近
年
︑
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
や
明
治
神
宮
の
鎮
座
一
〇
〇
年
と
い
う
節

目
を
機
に
︑
皇
室
文
化
を
と
り
あ
げ
た
展
示
が
各
地
で
開
催
さ
れ
︑
皇
后
の
大

礼
服
が
出
陳
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る（

3
）

︒
と
こ
ろ
が
︑
い
ず
れ
の
展
示
に
お

い
て
も
︑
皇
后
の
大
礼
服
を
い
つ
誰
が
調
製
し
た
の
か
と
い
う
基
本
的
事
実
に

つ
い
て
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒
所
蔵
者
等
に
よ
っ
て
年
代
が
比
定
さ
れ

て
い
る
場
合
も
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
伝
聞
か
︑
服
飾
史
研
究
に
よ
る
流モ
ー
ド行
の
観

点
か
ら
年
代
比
定
が
行
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
︑
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出

て
い
な
い（

4
）

︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
皇
后
の
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服
に
つ
い
て
︑

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
史
料
を
中
心
に
文
献
史
料
に
基
づ
い
た
歴
史
学
的
考
察
を

行
う
︒
文
献
史
料
に
基
づ
い
た
昭
憲
皇
后
の
洋
服
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に

も
中
山
千
代（

5
）

︑
植
木
淑
子（

6
）

に
よ
る
研
究
や
︑
吉
原
康
和（

7
）

の
綿
密
な
取
材
が
あ
る
︒

本
稿
で
は
こ
れ
ら
先
行
す
る
研
究
か
ら
よ
り
調
査
を
進
め
︑
史
料
に
お
け
る
大

礼
服
の
着
用
お
よ
び
現
存
状
況
を
ま
ず
概
観
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
近
代
化

の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
始
ま
っ
た
皇
后
の
洋
装
︱
︱
そ
の
最
高
位
の
服
装
と
し

て
の
大
礼
服
︱
︱
が
ド
イ
ツ
へ
の
最
初
の
発
注
以
後
︑
宮
内
省
顧
問
（
勅
任
官
二

等
待
遇
）
と
し
て
来
日
し
た
︑
ド
イ
ツ
帝
国
皇
后
兼
プ
ロ
イ
セ
ン
王
妃
ア
ウ
グ

ス
タ
の
枢
密
顧
問
秘
書
を
務
め
た
オ
ッ
ト
マ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
（O

ttm
ar 
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von M
ohl

）
と
宮
廷
女
官
で
あ
っ
た
そ
の
妻
ヴ
ァ
ン
ダ
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル

（W
anda von M

ohl

）
の
関
与
に
よ
っ
て
︑
ど
の
よ
う
に
国
産
中
心
に
移
行
し
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

　
本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
第
一
節
で
は
︑
国
産
洋
装
大
礼
服
の
調

製
ま
で
の
前
史
と
し
て
︑
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン

に
発
注
さ
れ
た
大
礼
服
に
つ
い
て
言
及
す
る
︒
次
に
第
二
節
で
は
︑
最
初
の
国

産
洋
装
大
礼
服
の
布
地
の
製
作
者
や
調
製
者
に
つ
い
て
考
察
し
着
用
時
期
の
年

代
比
定
を
行
う
︒
最
後
に
第
三
節
で
︑
帰
国
後
の
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
に
よ

る
皇
后
の
大
礼
服
へ
の
貢
献
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
は
じ
め
に
︑
皇
后
の
洋
装
大
礼
服
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
り
︑
注
意
が
必

要
な
点
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
そ
れ
は
︑
文
献
史
料
に
よ
っ
て
調
製
さ
れ
た
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
も
の
の
現
存
が
確
認
で
き
な
い
大
礼
服
︑
ま
た
そ
れ
と
は
反

対
に
︑
皇
后
が
着
用
し
た
大
礼
服
と
し
て
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
調
製
年

や
製
作
者
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
両
方
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
（
表
1
参
照
）︒

　
前
者
は
最
初
に
挙
げ
た
一
八
八
六
年
に
ド
イ
ツ
に
発
注
さ
れ
た
大
礼
服
が
そ

の
代
表
的
な
例
で
︑
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
左
記
の
三
領
が
確
認
さ
れ
る（

8
）

︒
な

お
︑
大
聖
寺
所
蔵
お
よ
び
共
立
女
子
大
学
博
物
館
所
蔵
の
大
礼
服
の
呼
称
は
筆

者
に
よ
り
︑
文
化
学
園
服
飾
博
物
館
所
蔵
の
大
礼
服
は
中
山
千
代
の
記
述
に

拠
っ
た
︒

尼
門
跡
大
聖
寺
所
蔵
（
京
都
）　
白
繻
子
地
刺
繍
草
花
模
様
大
礼
服
︹
図

1
︺（
二
七
頁
）︑︹
図
6
︺（
三
七
頁
）

文
化
学
園
服
飾
博
物
館
所
蔵
（
東
京
）　
紅
緋
ビ
ロ
ー
ド
地
刺
繍
菊
花
模

様
大
礼
服
︹
図
2
︺（
二
七
頁
）

共
立
女
子
大
学
博
物
館
所
蔵
（
東
京
）　
萌
葱
色
ビ
ロ
ー
ド
地
刺
繍
菊
花

模
様
大
礼
服
︹
図
3
︺（
二
七
頁
）

　
よ
っ
て
本
稿
で
述
べ
る
皇
后
の
大
礼
服
に
も
︑
現
存
し
て
い
る
も
の
と
現
存

し
て
い
な
い
も
の
の
両
方
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く
︒
そ
し
て
︑
本
稿
で
取

り
上
げ
る
大
礼
服
以
外
に
も
か
つ
て
存
在
し
た
大
礼
服
が
あ
る
こ
と
も
付
言
す

る
︒

一
、 

一
八
八
六
年
、
最
初
の
ド
イ
ツ
製
洋
装
大
礼
服
の
調
製

　
昭
憲
皇
后
が
着
用
し
た
最
初
の
洋
装
大
礼
服
は
︑
一
八
八
六
年
に
宮
内
大
臣

伊
藤
博
文
が
駐
独
公
使
の
青
木
周
蔵
に
発
注
を
依
頼
し
︑
ド
イ
ツ
で
調
製
さ
れ

た
も
の
に
端
を
発
す
る
︒
そ
の
購
入
経
緯
や
外
交
的
意
義
に
つ
い
て
は
︑
拙
論（

9
）

で
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

　
宮
中
の
西
洋
化
を
図
る
伊
藤
は
︑
君
主
が
夫
妻
そ
ろ
っ
て
お
お
や
け
の
場
で

洋
装
し
た
姿
を
み
せ
る
べ
く
︑
い
ま
だ
和
装
で
あ
っ
た
皇
后
の
洋
装
化
を
計
画

し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
明
治
天
皇
の
反
対
に
よ
っ
て
︑
そ
の
計
画
は
当
初
は
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表１　新年行事における昭憲皇后の大礼服の着用および現存状況
西暦 和暦 新聞や回想における昭憲皇后の大礼服の表現および着用について 現存状況

1887 明治20年 ドイツで調製された大礼服（図4） 不明

1888 明治21年 「白地の洋服」（1888年1月2日付け『郵便報知新聞』） 不明

1889 明治22年
「鳶色天鵞絨の御肩より垂れて地を曳く一丈余りの御裳に同色金縫の
袴」（1889年1月2日付け『郵便報知新聞』）

不明

1890 明治23年

「水色の御大礼服にて其の前部御腰の辺りは一面に白薔薇の造花にて飾
り御襟には希代の宝石を懸けさせ玉ひ」（1890年1月2日付け『郵便報
知新聞』）

不明

「白い綾織り」（メアリー・フレイザー著、ヒュー・コータッツィ編、
横山俊夫訳『英国公使夫人の見た明治日本』、淡交社、1988、137頁）

不明

1891 明治24年
「薄桃色花模様の御上着に同じ色に所々金色を施せる御裳にて地質は
『精好』に類する最と見事なるものなり」（1891年1月2日付け『郵便報
知新聞』）

大聖寺所蔵大礼服（図1） 
ヵ

1892 明治25年

「白地に薄桃花色に草花模様の御上着に同じ色同じ模様の洋服」（1892
年1月3日付け『読売新聞』）、「白地に薄桃色の草花模様の御上着に同
じ色同じ模様の御裳を曳かせ給ひ」（1892年1月3日付け『郵便報知新
聞』）

大聖寺所蔵大礼服（図1） 
ヵ

1893 明治26年

「白地に同じ白を以て縫出せる花唐草の御衣に薄花色繻子の金色の菊花
を縫たる御裳の御服」（1893年1月3日付け『東京朝日新聞』）、「白地へ
白にて高繍せる花唐草の御衣に薄花色繻子地菊花を糸及ひ金にて繍し
たる御裳の御服」（1893年1月3日付け『郵便報知新聞』）

不明

2日「黒の御洋服」（1893年1月3日付け『読売新聞』） 不明

1894 明治27年

白地に草花模様浮織の御上着に薄桃色に同じ模様の御裳」（1894年1月
3日付け『東京朝日新聞』）、「白地に草花模様浮織の御上衣に薄桃色に
同じ模様の御裳を曳かせ給ひ」（1894年1月3日付け『郵便報知新聞』）

大聖寺所蔵大礼服（図1） 
ヵ

「毛皮の縁のついたえび茶色のビロードの長い裳裾のついた宮廷服をお
召しになっていた」（エリアノーラ・メアリー・ダヌタン、長岡祥三訳
『ベルギー公使夫人の明治日記』、中央公論社、1992、27頁）

不明

1895 明治28年 新年行事無し

1896 明治29年
「白繻子の裳裾のついた服をお召しになっていたが、それには駝鳥の羽
飾りがついていて、豪華な金色の刺繍が施されていた」（『ベルギー公
使夫人の明治日記』、101頁）

不明

1897 明治30年
「たくさんの刺繍を施した深紅色のビロードで、同じく深紅色の駝鳥の
羽根の房で縁取りがされていた」（『ベルギー公使夫人の明治日記』、140
頁）

文化学園服飾博物館所蔵
大礼服（図2）ヵ

1898 明治31年 英照皇太后死去のため新年行事無し

1899 明治32年 「綾模様を織り出したる雪白の御洋服」（『都の華』第20号） 不明

1900（明治 33）年大島万吉が皇太子明宮の婚儀のための鶸色のビロードの大礼服を調製。

1901（明治 34）年の新年拝賀は天皇皇后風邪のため不出御。

共立女子大学博物館所蔵（東京）　萌葱色ビロード地刺繍菊花模様大礼服（図 3）　共立女子大学は、収蔵品コレクショ
ンの一つとしてホームページ上で公開する中で、大礼服の年代を「明治 39 年」としている（「明治 39 年 この大礼服は
新年の朝賀の際に着用し、製作者は大島万吉、刺繍は池田祐三郎といわれている。トレーンは萌黄色天鵞絨地長さ3メー
トル 30 センチ。幅 90 センチ両肩より裾にかけて、菊花が日本刺繍で施され、肩より蕾・小輪・中輪・大輪と数種の菊
花の一生がすべて違う形状でデザインされその日本刺繍の技術と色調は見事なものです」https://www.kyoritsu-wu.ac.jp 
/campus/news/detail.html?id=121（2023 年 11 月 19 日最終閲覧））。一方、大礼服を収納している木箱の箱書に「明治四五年」
とあることから、近年ではそのころ使用されたとも考えられている（図録『明治 150 年記念 華ひらく皇室文化――明
治宮廷を彩る技と美』、93 頁）。しかしながらこの点については、大聖寺所蔵の大礼服の箱にある墨書「従皇后宮 明治
四十四年孟夏御寄附貮枚之内 岳松山大聖寺什」と同様に、明治 45 年とは下賜された年を指すものと考えられる。
1908（明治 41）年の新年拝賀には「薄紅梅の御礼装」（『郵便報知新聞』）着用、翌年も「薄紅梅の御礼服」（『読売新聞』）、
「薄紅梅の御礼装」（『郵便報知新聞』）いずれも現存不明。

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/campus/news/detail.html?id=121
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/campus/news/detail.html?id=121
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難
航
し
た
︒
そ
の
た
め
伊
藤
は
︑
皇
后
宮
大
夫
の
香
川
敬
三
を
通
じ
て
皇
后
を

説
得
し
︑
一
八
八
六
年
六
月
二
三
日
に
天
皇
の
許
可
を
得
て
︑
婦
人
服
制
に
関

す
る
通
達（

10
）

を
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
以
後
︑
皇
后
も
お
お
や

け
の
場
で
洋
装
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒

　
伊
藤
の
目
的
の
一
つ
は
︑
毎
年
一
月
一
日
に
行
わ
れ
る
宮
中
の
新
年
式
お
よ

び
新
年
拝
賀
に
列
席
す
る
各
国
の
公
使
ら
に
︑
天
皇
に
続
い
て
洋
装
し
た
皇
后

の
姿
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
伊
藤
は
青
木
周
蔵
へ
一
八
八
七

（
明
治
二
〇
）
年
の
新
年
式
で
着
用
す
る
大
礼
服
の
注
文
を
依
頼
し
︑
ベ
ル
リ

ン
の
裁
縫
師
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
（M

ax Engel

）
が
大
礼
服
を
調
製
し
た
︒

青
木
が
日
本
に
帰
国
し
た
後
は
︑
駐
独
公
使
の
品
川
弥
二
郎
や
公
使
館
関
係
者

に
引
き
継
が
れ
︑
年
末
も
差
し
迫
っ
た
こ
ろ
︑
大
礼
服
は
日
本
に
到
着
し
た
︒

　
大
礼
服
の
購
入
費
は
最
終
的
に
︑
装
飾
品
も
含
め
て
﹁
拾
五
萬
四
千
七
拾
貮

円
貮
厘
﹂

（
11
）

︑
で
あ
っ
た
︒
伊
藤
が
青
木
に
ド
イ
ツ
へ
の
洋
装
大
礼
服
の
発
注
を

相
談
し
た
際
に
︑﹁
代
価
概
算
取
調
候
へ
ば
︑
十
二
三
万
円
は
差
掛
り
不
得
止

歟（
12
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
当
初
そ
の
額
は
一
二
︑ 

三
万
円
程
と
み
ら
れ
て

い
た
︒
宮
内
省
は
︑
明
治
十
九
年
度
予
算
で
一
五
万
円
を
支
出
し
︑
別
途

四
〇
七
二
円
二
厘
は
追
加
で
支
出
し
た（

13
）

︒
宮
内
省
は
︑
こ
れ
ら
を
銀
貨
で
支

払
っ
た（

14
）

︒

　
一
八
八
六
年
一
〇
月
二
〇
日
付
け
のBerliner Tageblatt

（
朝
刊
五
面
）
は
そ

の
洋
装
大
礼
服
に
つ
い
て
︑

ダ
ッ
チ
ェ
ス
サ
テ
ン
を
使
用
し
た
ド
レ
ス
の
ア
ン
ダ
ー
ス
カ
ー
ト
に
は
金

の
小
玉
が
飾
ら
れ
︑
オ
ー
バ
ー
ス
カ
ー
ト
は
洗
練
さ
れ
た
金
糸
の
ブ
ロ

ケ
ー
ド
で
重
厚
な
金
の
刺
繍
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
ド
レ
ス
の
上
に
は
︑

四
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
赤
紫
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト
に
ロ
シ
ア
産
の
黒
テ
ン
毛

皮
が
あ
し
ら
わ
れ
た
ト
レ
ー
ン
が
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
︒
ボ
デ
ィ
ス
は
︑

宮
廷
服
で
定
め
ら
れ
て
い
る
胸
元
が
深
く
あ
い
た
ロ
ー
カ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン

で
︑
ト
レ
ー
ン
と
同
じ
ベ
ル
ベ
ッ
ト
の
生
地
に
金
糸
の
刺
繍
が
ふ
ん
だ
ん

に
施
さ
れ
て
お
り
︑
白
い
長
手
袋
に
も
同
じ
く
金
の
刺
繍
が
さ
れ
て
い
る
︒

扇
は
︑
緻
密
で
愛
ら
し
い
細
工
で
装
飾
さ
れ
た
白
蝶
貝
の
扇
骨
に
︑
繊
細

な
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
・
レ
ー
ス
の
ポ
ワ
ン
・
ド
・
ガ
ー
ズ
︒

　
と
報
じ
た
︒
こ
の
大
礼
服
は
︑
濃
い
色
の
毛
皮
の
ト
レ
ー
ン
や
ス
カ
ー
ト
の

縁
の
小
玉
︑
白
い
長
手
袋
や
扇
な
ど
の
小
物
の
特
徴
か
ら
︑
一
八
八
九
（
明
治

二
二
）
年
六
月
に
鈴
木
真
一
と
丸
木
利
陽
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
昭
憲
皇
后
の

写
真
︹
図
4
︺（
二
九
頁
）
に
写
る
大
礼
服（

15
）

と
考
え
ら
れ
る
︒

　
前
述
し
た
拙
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
モ
ー
ド
の
先
端
と
は
言
え
な
い
ド
イ

ツ
か
ら
の
皇
后
の
大
礼
服
の
購
入
は
︑
首
相
兼
宮
内
大
臣
の
伊
藤
博
文
の
対
独

外
交
お
よ
び
宮
廷
外
交
方
針
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
大
礼
服
の
購
入
後
︑

外
務
次
官
青
木
周
蔵
︑
駐
日
ド
イ
ツ
公
使
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
レ
ー

ベ
ン
（Th

eodor von H
olleben

）
と
昵
懇
の
間
柄
で
あ
っ
た
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
が
︑

宮
内
省
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
の
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図2　紅緋ビロード地刺繍菊花模様大礼服　
文化学園服飾博物館所蔵

図１　白繻子地刺繍草花模様大礼服
大聖寺所蔵
明治神宮鎮座百年祭記念シンポジウム　１00年の森で未来を語る　Mの森
連続フォーラム
2020年１0月24日開催パンフレット「美の継承――昭憲皇太后大礼服の
物語」より

図3　萌葱色ビロード地刺繍菊花模様大礼服　
共立女子大学博物館所蔵
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宮
内
省
に
お
け
る
貢
献
は
︑
特
に
儀
礼
の
面
で
大
い
に
発
揮
さ
れ
た（

16
）

︒
次
節
で

は
洋
装
大
礼
服
に
国
産
洋
服
地
が
使
用
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
︑
フ
ォ
ン
・

モ
ー
ル
夫
妻
の
重
要
な
働
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
︒

二
、 

一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
完
成
、
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服

 

大
島
万
吉
に
よ
る
国
産
洋
装
大
礼
服
の
調
製

　
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
﹁
御
用
度
録
﹂
に
︑
一
八
八
八
年
一
月
二
三
日
付
け
の

皇
后
の
大
礼
服
の
請
求
書
が
存
在
す
る
︒
仕
立
て
と
附
属
品
込
み
で
三
五
万
円
︑

納
入
者
は
大
島
と
あ
る（

17
）

︒
大
島
は
大
島
万
吉（

18
）

の
こ
と
で
︑
中
山
千
代
に
よ
れ
ば
︑

大
島
万
吉
は
︑
西
洋
人
か
ら
も
ら
っ
た
洋
服
を
解
い
て
研
究
し
た
人
物
で
︑
宮

廷
服
を
洋
装
化
し
た
一
八
八
六
年
以
降
︑
宮
内
省
御
用
の
宮
廷
服
専
門
職
と

な
っ
た
︒
麹
町
内
幸
町
の
大
島
の
店
で
は
︑﹁
工
房
い
っ
ぱ
い
に
拡
が
る
ド
レ

ス
を
縫
っ
て
い
た（

19
）

﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
大
島
は
︑
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）

年
四
月
一
日
に
は
︑
皇
后
の
た
め
の
﹁
ペマ

マ

テ
コ
ト 

二
ダ
ー
ス
﹂︑
つ
ま
り
ペ
チ

コ
ー
ト
を
納
入（

20
）

し
て
い
る
他
︑
同
月
二
六
日
に
は
皇
后
の
た
め
の
黒
天
鵞
絨
の

上
着
や
浅
黄
琥
珀
色
の
服
︑
紺
地
桐
模
様
入
り
の
服
な
ど
を
納
入
し
︑
服
の
直

し
も
行
っ
て
い
る（

21
）

︒
翌
月
一
一
日
に
も
︑
皇
后
の
た
め
の
洋
服
や
上
着
な
ど
を

数
点
納
入
し
て
い
る（

22
）

︒
大
島
が
宮
中
に
納
入
し
た
の
は
︑
服
や
上
着
だ
け
で
は

な
い
︒
前
述
の
ペ
チ
コ
ー
ト
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
パ
ン
タ
ロ
ー

用 

フ
ラ
イ
ド
ル
﹂︑﹁
シ
ミ
ス
用 

フ
ラ
イ
ド
ル
﹂
な
ど
と
い
っ
た
︑
下
着
の
た

め
の
布
地
も
含
ま
れ
て
い
る（

23
）

︒
そ
し
て
大
島
は
︑
ほ
と
ん
ど
毎
月
︑
月
に
数
着

の
洋
服
や
下
着
を
納
入
し
て
い
る（

24
）

︒

　
話
は
そ
れ
る
が
︑
皇
后
が
身
に
着
け
る
も
の
を
納
入
し
て
い
た
の
は
大
島
だ

け
で
は
な
い
︒
靴
は
磯
村
安
兵
衛（

25
）

︑
洋
装
用
の
﹁
御
肉
襦
袢
﹂
を
津
川
治
助（

26
）

（
介
）
他
︑
襟
飾
り
の
直
し
を
重
田
市
兵
衛（

27
）

︑
前
述
の
下
着
の
た
め
の
布
地
を

大
島
の
他
に
大
村
和
吉
郎（

28
）

︑
洋
服
地
を
小
林
綾
造（

29
）

︑
箪
笥
︑
洋
服
入
れ
︑
帽
子

入
れ
を
山
岸
半
四
郎（

30
）

︑
下
着
を
楠
田
音
次
郎（

31
）

が
納
入
し
た
︒
他
に
も
︑
皇
后
宮

職
が
︑
洋
服
飾
り
や
帽
子
︑
レ
ー
ス
︑
リ
ボ
ン
な
ど
を
﹁
レ
ス
リ
ー
商
会
﹂
や

﹁
バ
ー
ド
商
会
﹂
か
ら
購
入
し
て
い
た（

32
）

︒

　
大
島
が
皇
后
の
洋
服
を
調
製
し
始
め
て
ま
も
な
く
の
一
八
八
七
年
四
月
二
九

日
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
と
妻
の
ヴ
ァ
ン
ダ
が
子
ど
も
と
そ
の
家
庭
教
師
を
伴
っ

て
来
日
し（

33
）

︑
五
月
二
日
に
宮
中
に
初
め
て
参
内
し
た（

34
）

︒
こ
の
と
き
皇
后
は
︑

﹁
絹
の
洋
服
﹂
を
着
用
し
て
い
た
と
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
記
述
し
て
い
る（

35
）

︒
お

そ
ら
く
こ
れ
は
︑
大
島
が
調
製
し
た
洋
服
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
後
年
に
な
る
が
︑
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
一
一
月
七
日
に
︑
皇
后
宮
職

雇
の
大
島
万
吉
と
芳
野
一
郎
が
﹁
皇
后
陛
下
御
洋
服
裁
縫
御
用
相
勤
候
為
﹂
め
︑

こ
の
仕
事
に
限
っ
て
宮
中
の
門
鑑
を
渡
さ
れ
て
い
る（

36
）

︒
そ
の
う
え
︑
宮
内
公
文

書
館
所
蔵
史
料
に
左
記
の
記
述
が
あ
る（

37
）

︒

拝
啓
　
陳
者
予
メ
北
嶋
権
掌
侍
ヨ
リ
御
依
頼
致
置
候
　
皇
后
陛
下
御
大
礼
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図4　（昭憲皇太后写真）　584-D-d-１87-2　東京大学総合研究博物館所蔵
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服
用
鶸
（
筆
者
注
:
原
文
は
偏
と
旁
が
逆
︑
以
降
同
様
）
色
天
鵞
絨
右
ニ
附

着
可
致
鶸
色
駝
鳥
ノ
羽
根
拾
五
メ
ー
ト
ル
御
入
用
ニ
付
更
ニ
御
注
文
方
御

依
頼
申
進
候
色
目
ハ
曽
テ
御
承
知
之
儀
ト
ハ
存
候
得
共
為
念
色
本
及
ヒ
駝

鳥
羽
根
画
形
壹
葉
封
入
御
廻
シ
申
進
候
間
可
然
御
承
知
被
下
度
候
右
得
貴

意
候
　
敬
具

　
　
明
治
三
十
三
年
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
后
宮
職

　
式
部
官
福
羽
逸
人
殿

　
こ
れ
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
権
掌
侍
北
島
以
登
子
が
福
羽
に
依
頼

し
て
い
た
皇
后
の
大
礼
服
の
鶸
色
ビ
ロ
ー
ド
に
つ
け
る
鶸
色
の
駝
鳥
の
羽
根
五

メ
ー
ト
ル
の
購
入
に
つ
い
て
話
が
進
ん
だ
た
め
︑
念
の
た
め
皇
后
宮
職
が
福
羽

に
﹁
色
本
﹂
と
﹁
羽
根
画
形
﹂
を
封
入
し
知
ら
せ
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
こ
の
こ
ろ
に
鶸
色
ビ
ロ
ー
ド
の
大
礼
服
が
調
製
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
時
期
か
ら
し
て
大
島
の
﹁
御
洋
服
裁
縫
御
用
﹂
は
こ
の
大
礼

服
の
裁
縫
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
あ
て
先
の
福
羽
逸
人
は
宮
内
省
内
匠
寮

技
師
で
︑
こ
の
年
の
一
月
よ
り
︑
臨
時
博
覧
会
事
務
官
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
滞

在
し
て
お
り（

38
）

︑
鶸
色
の
駝
鳥
の
羽
根
五
メ
ー
ト
ル
が
フ
ラ
ン
ス
に
発
注
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る（

39
）

︒

　
し
か
も
こ
の
日
付
は
︑
皇
太
子
（
の
ち
の
大
正
天
皇
）
と
九
条
節
子
の
婚
約

が
正
式
決
定
し
発
表
さ
れ
た
日
の
前
日
で
︑
こ
の
大
礼
服
は
︑
皇
太
子
の
婚
礼

に
際
し
て
調
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
同
年
五
月
一
〇
日
の
皇
太
子
明
宮
の
婚

儀
で
皇
后
が
着
用
し
た
大
礼
服
に
つ
い
て
︑
左
記
の
記
述（

40
）

が
あ
る
︒

此
の
度
の
御
儀
式
に
臨
ま
せ
ら
る
ゝ
た
め
新
規
に
御
調
製
と
な
り
し
　

皇
后
陛
下
御
大
礼
服
の
御
品
並
に
御
繍
御
模
様
は

　
御
地
質
　
表
お
も
て

艸く
さ

色い
ろ

繻じ
ゅ

子す

　
裏
総
金
織
物

　
御
模
様
　
金
銀
モ
ー
ル
菊
御
紋
唐
草

　
御お
ん

繍ぬ
い

箔は
く

　
新
発
明
天び
ろ
う
ど
い
と

鵝
絲
草
花

従
来
は
独
逸
国
伯
林
へ
御
用
仰
付
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
我
邦
に
て
は
今

回
を
以
て
嚆
矢
な
り
と
す
而
し
て
此
天
鵝
絲
繍
箔
を
工
み
し
は
芝
区
愛
宕

下
町
海
軍
省
御
用
商
沖
村
市
太
郎
と
い
ふ
人
な
り

　﹁
我
邦
に
て
は
今
回
を
以
て
嚆
矢
な
り
﹂
と
す
る
点
は
疑
問
が
あ
る
が
︑
色

や
ビ
ロ
ー
ド
の
共
通
点
か
ら
前
述
の
鶸
色
の
大
礼
服
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

　
同
年
に
出
さ
れ
た
﹁
皇
室
婚
嫁
令 

附
式
﹂
で
は
︑
儀
式
の
一
部
に
お
い
て

皇
后
は
大
礼
服
を
着
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
皇
后
の
宝
冠
や

ネ
ッ
ク
レ
ス
︑
腕
輪
な
ど
の
宝
飾
品
を
﹁
御
世
襲
御
装
飾
﹂
と
し
て
定
め
ら
れ

た
の
も
一
九
〇
〇
年
九
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
こ
と
で（

41
）

︑
今
日
皇
后
が
受

け
継
ぐ
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︒

　
そ
の
後
の
大
島
で
あ
る
が
︑
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
︑
一
二
月
一
六
日
付

け
の
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
四
面
の
広
告
欄
に
一
二
月
一
五
日
付
け
で
﹁
昨
夜
近
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火
﹂
の
見
舞
い
の
お
礼
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
麴
町
区
内
幸
町
一
の

五
の
大
島
万
吉
の
店
は
こ
の
頃
に
も
存
在
し
て
い
た
︒

 

フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
と
西
陣
織

　
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
︑
京
都
で
西
陣
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る（

42
）

︒

　
や
は
り
京
都
で
発
展
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
工
業
分
野
︑
絹
織
工
業
は

き
わ
め
て
教
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
︒
ず
っ
し
り
と
し
た
日
本
産
の
絹
糸
を

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
色
彩
に
織
り
あ
げ
る
絹
織
工
業
は
︑
華
麗
な
織
物
︑
と

く
に
赤
と
黄
色
を
し
た
製
品
を
つ
く
り
出
す
︒
日
本
の
皇
后
は
︑
お
召
物

に
は
た
と
え
洋
服
で
あ
っ
て
も
国
産
の
生
地
の
み
を
用
い
る
こ
と
を
原
則

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
わ
た
し
た
ち
は
錦
な
ど
皇
后
御
用
の
織
物

作
り
に
携
わ
っ
て
い
る
多
く
の
工
場
を
見
学
し
た
︒
皇
后
の
お
召
物
の

デ
ッ
サ
ン
︑
そ
れ
に
色
彩
の
選
択
に
つ
い
て
の
わ
た
し
た
ち
の
い
く
つ
か

の
助
言
を
製
造
業
者
は
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
︒
織
機
は
お
お
よ
そ
考
え
ら

れ
る
か
ぎ
り
の
も
っ
と
も
単
純
素
朴
な
型
式
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
た
︒

し
か
も
そ
の
頃
は
︑
ま
だ
す
べ
て
が
手
作
業
で
行
わ
れ
て
い
た
︒
絹
織
工

業
と
並
行
し
て
絹
刺
繍
も
行
わ
れ
て
い
た
︒

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
は
皇
后
の
洋
服
地
を
製
造
す
る
西

陣
の
織
元
を
訪
れ
︑
そ
の
デ
ザ
イ
ン
や
色
彩
が
洋
装
に
合
う
よ
う
︑
助
言
を

行
っ
て
い
る
︒
織
元
の
側
も
そ
の
助
言
を
受
け
入
れ
︑
素
朴
と
い
え
る
織
機
と

手
作
業
に
よ
っ
て
製
造
し
て
い
た
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
が
︑
絹
織
物
と
並
行
し

て
絹
刺
繍
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
︒

　
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
︑
具
体
的
な
年
月
日
を
記
載
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
時

系
列
か
ら
し
て
一
八
八
七
年
一
一
月
の
皇
后
の
洋
服
地
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
具

体
的
に
次
の
記
述
を
し
て
い
る（

43
）

︒

宮
中
で
は
皇
后
は
で
き
る
だ
け
国
産
の
布
地
の
服
を
召
さ
れ
る
が
︑
洋
式

の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
布
地
を
加
工
し
︑
仕
立
て
る
べ
き
だ
と
定
め
ら
れ
た
︒

そ
こ
で
モ
デ
ル
と
な
る
衣
裳
を
わ
た
し
の
妻
が
ベ
ル
リ
ン
の
ゲ
ル
ゾ
ン
商

会
に
頼
み
作
ら
せ
て
み
た
︒
ゲ
ル
ゾ
ン
は
注
文
ど
お
り
き
わ
め
て
熱
心
に
︑

し
か
も
趣
味
豊
か
に
完
成
さ
せ
︑
長
年
に
わ
た
り
製
品
を
発
送
す
る
こ
と

が
で
き
た
︒
だ
が
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
た
よ
う
な
模
様
の
入
っ
た
日
本
の

布
地
は
︑
素
材
も
色
彩
も
た
し
か
に
美
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
パ
ー

テ
ィ
ー
用
の
ド
レ
ス
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
華
美
で
あ
り
︑
と
く
に
色
が

派
手
す
ぎ
て
洋
風
の
衣
裳
に
は
使
用
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
京
都
で

も
っ
ぱ
ら
皇
室
用
の
布
地
を
生
産
し
て
い
る
工
房
は
︑
ま
ず
彼
ら
が
模
倣

し
な
が
ら
織
る
こ
と
の
で
き
る
錦
の
模
範
や
色
彩
の
模
範
を
入
手
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
模
範
の
う
ち
ま
ず
一
応
の
選
択
が
行
わ
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れ
︑
つ
い
で
こ
の
問
題
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
き
わ
め
て
関
心
を
寄
せ

て
い
る
宮
中
女
官
と
の
度
重
な
る
話
し
合
い
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
だ
と
い
う

見
本
が
確
立
さ
れ
た
あ
と
︑
京
都
の
工
房
に
発
注
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

す
る
と
工
房
は
一
ヵ
年
の
期
限
後
︑
専
門
家
の
目
を
う
っ
と
り
と
さ
せ
る

よ
う
な
︑
皇
后
は
じ
め
宮
中
の
人
々
の
衣
裳
の
た
め
の
す
ば
ら
し
い
布
地

を
織
り
あ
げ
た
︒

　
こ
れ
に
よ
る
と
︑
一
年
後
の
一
八
八
八
年
の
秋
頃
に
は
︑
宮
中
関
係
者
と
京

都
の
工
房
の
努
力
に
よ
っ
て
︑
洋
服
地
に
ふ
さ
わ
し
い
国
産
の
織
物
を
織
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
ま
で
の
間
︑
国
産
の
布
地
を
使
っ
て

の
洋
服
の
調
製
は
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
布
地
の
華
や
か

さ
か
ら
不
向
き
と
み
ら
れ
て
い
た
︒
た
し
か
に
︑
一
八
八
八
年
二
月
に
は
︑
最

初
の
大
礼
服
を
調
製
し
た
ベ
ル
リ
ン
の
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
を
経
由
し
て
︑

宮
内
省
は
皇
后
の
洋
服
の
た
め
の
大
量
の
布
地
を
購
入
し
て
い
る（

44
）

︒
と
こ
ろ
が

同
年
七
月
︑
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
へ
の
御
用
達
の
授
与
が
取
り
や
め
と
な
る

刑
事
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
︑
以
後
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
へ
の
服
の

注
文
は
お
ろ
か
︑
布
地
さ
え
も
購
入
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
︒

　
第
三
節
で
後
述
す
る
が
︑
洋
服
地
向
け
に
京
都
で
作
ら
れ
た
織
物
は
︑
ド
イ

ツ
に
送
ら
れ
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
を
通
じ
て
調
製
さ
れ
た
皇
后
の
た
め
の
大

礼
服
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

 

宮
中
御
用
織
物
司
小
林
綾
造

　
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
が
述
べ
る
﹁
京
都
で
も
っ
ぱ
ら
皇
室
用
の
布
地
を
生
産
し

て
い
る
工
房
﹂
で
︑
皇
后
の
ド
レ
ス
の
洋
服
地
を
製
作
し
た
の
は
誰
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒
前
述
し
た
洋
服
地
の
納
入
者
・
小
林
綾
造（

45
）

に
着
目
し
た
い
︒

小
林
は
︑
西
陣
織
の
六
人
衆
と
呼
ば
れ
る
小
林
家
の
出
身
で
あ
る
︒
西
陣
織
の

六
人
衆
と
は
︑
元
は
元
亀
二
（
一
五
七
一
）
年
に
内
蔵
寮
の
織
物
司
に
勅
許
を
蒙

り
︑
御
寮
織
物
司
と
な
っ
た
井
関
︑
和
久
田
︑
小
島
︑
中
西
︑
階
取
︑
久
松
の

六
家
の
こ
と
で
あ
る
︒
寛
政
年
間
に
階
取
家
は
断
絶
し
︑
天
保
九
（
一
八
三
八
）

年
に
久
松
家
も
断
絶
し
た
後
︑
小
林
家
が
そ
の
名
跡
を
継
い
だ
と
み
ら
れ
て
い

る
︒
五
家
と
な
っ
た
が
︑
旧
習
に
倣
っ
て
六
人
衆
と
呼
ば
れ
︑
格
式
を
保
持
し

て
い
た
︒
御
寮
織
物
司
は
朝
廷
の
御
用
に
応
じ
︑
官
位
を
持
ち
︑
帯
刀
を
許
さ

れ
る
な
ど
の
特
権
を
保
持
し
た
︒
明
治
維
新
後
は
山
科
家
の
御
寮
織
物
︑
御
衣

調
進
も
廃
止
と
な
り
宮
内
省
扱
い
と
な
り
︑
御
寮
織
物
司
も
自
然
と
解
消
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
六
人
衆
の
五
家
の
う
ち
︑
中
西
昌
作
︑
三
上
復
一
︑
小

林
綾
造
の
三
人
が
宮
中
の
﹁
御
用
﹂
を
引
き
継
い
だ
︒
小
林
綾
造
は
西
陣
機
屋

の
な
か
で
も
出
色
の
人
物
で
︑
才
知
世
故
に
富
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

洋
服
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
宮
中
の
御
用
と
と
も
に
各
宮
家
や
明
治
政

府
関
係
者
の
需
要
も
増
え
︑
特
に
三
条
実
美
や
伊
藤
博
文
に
も
目
を
掛
け
ら
れ

て
い
た（

46
）

︒

　
一
八
八
七
年
三
月
の
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
で
︑
小
林
に
皇
后
︑
各
典
侍
の
洋
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服
地
の
調
進
が
命
じ
ら
れ
︑﹁
焦
茶
色
紙
子
織
﹂
で
﹁
雲
鶴
と
菊
唐
草
の
模

様
﹂
の
洋
服
地
を
製
作
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る（

47
）

︒
こ
れ
は
︑
一
八
八
七

年
一
月
に
洋
装
を
奨
励
す
る
﹁
婦
女
服
制
の
こ
と
に
付
て
皇
后
陛
下
思
食
書（

48
）

﹂

が
出
さ
れ
︑
同
年
四
月
に
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
が
来
日
す
る
間
の
事
で
︑
こ

れ
ら
の
生
地
や
柄
の
記
述
は
小
林
の
製
作
し
た
織
物
が
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
の

言
う
洋
服
地
に
適
し
た
柄
で
は
な
く
着
物
地
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
︒

　
さ
て
︑
小
林
綾
造
編
集
・
発
行
﹃
錦
織
帖
﹄（
丸
善
商
社
書
店
︑
博
聞
社
︑

一
八
八
九
年
六
月
二
八
日
発
行
）
に
は
︑
実
に
興
味
深
い
左
記
の
記
述
が
見
ら
れ

る
︒

祖
先
乃
業
を
承
け
夙
に
織
物
改
良
製
作
に
従
事
し
幾
多
の
蛍
雪
無
数
の
艱

難
を
愎
み
て
屈
せ
ず
撓
ま
ず
日
夜
焦
慮
苦
心
該
業
の
振
作
に
意
を
用
ゆ
る

こ
そ
爰
に
年
あ
り
︒
明
治
の
初
よ
り
以
来

宮
内
省
　
御
用
品
調
進
を
拝
受
し
併
せ
て
諸
官
衙
御
用
品
窓
掛
︑
卓
掛
︑

椅
子
︑
張
地
等
其
他
種
々
の
織
地
を
調
製
し
来
り
︒
其
間
内
国
︑
外
国
の

各
博
覧
会
に
於
て
種
々
の
褒
賞
を
受
領
し
当
今
に
於
て
は
絹
毛
交
り
織
物

を
も
織
立
る
に
至
れ
り
︒

明
治
二
十
年
　
内
務
省
御
用
に
て
造
神
宮
御
用
錦
綾
唐
織
等
多
種
の
製
織

を
別
邸
小
石
川
織
場
に
於
て
調
済
し
同
時
に
染
術
を
も
研
究
し
京
都
西
陣

織
同
一
の
織
帛
を
調
製
し
得
に
至
れ
り
︒
又
廿
一
年
并
に
本
年
に
於
て
悉

く
も

皇
后
宮
陛
下
　
御
召
御
洋
服
太マ
マ

礼
服
地
を
も
金
モ
ー
ル
付
に
て
同
所
に
於

て
拝
調
せ
り
︒

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
一
八
八
七
年
か
ら
九
年
に
小
林
が
皇
后
の
洋
服
の
大
礼
服

地
を
製
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
﹃
錦
織
帖
﹄
の
冒
頭
に
は
︑

有
栖
川
宮
熾
仁（

49
）

︑
佐
野
常
民
の
揮
毫
と
共
に
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
に
よ
る
ド
イ
ツ

語
の
序
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︹
図
5
︺（
三
四
頁
）︒
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

　︿
筆
者
訳
﹀

　
本
書
は
︑
京
都
と
東
京
の
宮
廷
御
用
達
小
林
綾
造
の
織
物
に
よ
る
︑
古

式
日
本
と
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
テ
イ
ス
ト
の
絹
織
物
の
図
版
で
あ
る
︒
数

年
前
の
旅
の
時
か
ら
選
ば
れ
た
織
元
は
︑
日
本
の
宮
廷
に
絹
織
物
を
提
供

し
て
き
た
︒

　
　
東
京
　
一
八
八
八
年
三
月
一
五
日

　
　
　
　
　
　
　
オ
ッ
ト
マ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
イ
セ
ン
王
室
侍
従
長
︑
大
日
本
帝
国
宮
内
省
顧
問

　
こ
の
献
辞
が
示
す
よ
う
に
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
が
前
述
し
た
回
想
で
﹁
京
都

で
も
っ
ぱ
ら
皇
室
用
の
布
地
を
生
産
し
て
い
る
工
房
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
は
︑
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図5　オットマール・フォン・モールによる序文　小林綾造編集・発行『錦織帖』（丸善商社書店、博聞社、１889年
6月28日発行）国立国会図書館デジタルコレクションより

〈筆者文字起こし〉

Die vorliegenden Abbildungen Japanischer Seidenstoffe 

stellen Muster alt-japanischen und modern-europäischen 

Geschmacks dar, welche den in Japan allbekannten 

Webereien des Kaiserlich Japanischen Hoflieferaten 

Aiyazo Kobeiaschi in Kioto und Tokio ent-

stammen. Seit einer Reise vor Jahren liefern die 

gedachten Webereien die Seidenstoffe für den 

Japanischen Hof.

　Tokio, den 15. März 1888

　　　　　　　　　　Ottmar von Mohl

　　　　　　　Königlich Preußischer Kammerherr 

　　　　　　und Berather des Kaiserlich Japanischen Haus Ministeriums.
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小
林
綾
造
の
工
房
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
︒
時
期
な
ど
か
ら
判
断
し
て
︑
小
林

が
一
八
八
七
年
に
製
作
し
た
皇
后
の
大
礼
服
地
は
︑
大
島
万
吉
が
仕
立
て
︑

一
八
八
八
年
一
月
二
三
日
付
け
の
請
求
書
に
あ
る
大
礼
服
の
こ
と
で
あ
る
︒

 

一
八
八
八
年
調
製
の
大
礼
服
と
は

　
小
林
綾
造
は
﹃
錦
綾
帖
﹄
で
﹁
御
召
御
洋
服
太マ
マ

礼
服
地
を
も
金
モ
ー
ル
付
に

て
同
所
に
於
て
拝
調
﹂
と
書
き
記
し
て
い
る
が
︑
大
聖
寺
所
蔵
の
大
礼
服
の
ト

レ
ー
ン
の
刺
繍
に
は
金
モ
ー
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
︑

そ
の
補
強
に
使
わ
れ
て
い
る
和
紙
が
横
須
賀
造
船
所
の
一
八
七
八
（
明
治

一
一
）
年
一
一
月
の
﹁
遣
払
帳
﹂
の
一
部
で
︑
天
龍
を
造
船
し
た
と
き
の
経
理

台
帳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る（

50
）

︒
横
須
賀
造
船
所
は
海
軍
省
の
直
轄
の
造

船
所
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
反
故
紙
と
な
っ
た
和
紙
を
手
に

入
れ
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
海
軍
省
御
用
の
金
モ
ー
ル
製
作
者
が
︑
こ
の
大
礼

服
の
刺
繍
に
も
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
に
︑
金
モ
ー
ル
製

作
の
中
野
商
店
（
東
京
日
本
橋
区
呉
服
町
︑
店
主
中
野
要
蔵
）
は
兵
部
省
時
代
か

ら
陸
軍
︑
海
軍
︑
後
年
に
は
宮
内
省
御
用
達
と
な
っ
て
い
る
ほ
か（

51
）

︑
前
述
の
海

軍
省
御
用
商
の
沖
村
市
太
郎
が
皇
太
子
明
宮
の
婚
儀
に
あ
た
っ
て
調
製
さ
れ
た

大
礼
服
の
刺
繍
の
製
作
に
か
か
わ
っ
て
お
り
︑
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

　
以
上
の
点
か
ら
︑﹁
御
用
度
録
﹂
に
あ
る
大
島
万
吉
が
仕
立
て
た
一
八
八
八

年
一
月
二
三
日
付
け
の
請
求
書
の
洋
装
大
礼
服
は
︑
小
林
綾
造
が
布
地
を
製
作

し
︑
大
聖
寺
所
蔵
の
大
礼
服
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
︒
請
求
書
に
は
具

体
的
な
デ
ザ
イ
ン
や
色
︑
柄
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
が
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル

の
動
向
や
洋
装
大
礼
服
に
使
わ
れ
た
金
モ
ー
ル
の
共
通
点
︑
刺
繍
の
補
強
に
使

わ
れ
た
和
紙
の
存
在
か
ら
︑
織
り
︑
刺
繍
︑
調
製
は
一
貫
し
て
日
本
で
行
わ
れ
︑

こ
れ
ら
を
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ピ
ー
チ
ェ
に
よ
る

と
︑
大
聖
寺
所
蔵
の
皇
后
の
大
礼
服
の
縫
製
技
術
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
レ
ス
の

縫
製
技
術
と
比
べ
て
﹁
素
人
的
﹂
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
で
は
な
い
糸
に
よ
っ
て

縫
製
さ
れ
て
い
る（

52
）

と
い
う
こ
と
も
こ
の
点
を
補
強
す
る
︒

 

一
八
八
八
年
調
製
の
大
礼
服
の
着
用

　
さ
ら
に
実
証
を
す
す
め
る
た
め
︑
一
八
八
八
年
一
月
に
完
成
し
た
最
初
の
国

産
洋
装
大
礼
服
を
皇
后
が
い
つ
着
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
︒

適
宜
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
洋
装
大
礼
服
は
︑
新
年
式
お
よ
び
新
年
拝
賀
の

際
に
着
用
さ
れ
て
い
る
︒
一
八
八
八
年
一
月
二
三
日
に
大
島
が
納
品
し
て
い
る

の
で
︑
一
八
八
八
年
の
新
年
行
事
は
す
で
に
終
了
し
て
い
る
︒﹃
郵
便
報
知
新

聞
﹄
に
よ
る
と
︑
翌
一
八
八
九
年
の
新
年
拝
賀
で
皇
后
は
﹁
鳶と
び

色い
ろ

天び
ろ
う
ど

鵞
絨
の
御

肩
よ
り
垂
れ
て
地
を
曳
く
一
丈
余
り
の
御
裳
に
同
色
金
縫
の
袴
を
着
け
無
数
の

金ダ
イ
ア
モ
ン
ド

剛
石
を
鏤
め
た
る
金
作
の
宝
冠
を
戴
き
勲
一
等
宝
冠
章
の
大
綬
を
佩
は
せ
給

ひ
金
色
燦
爛
実
に
御
見
事
の
御
服
装
と
申
し
奉
る
も
愚
な
る
次
第（

53
）

﹂
と
あ
る（

54
）

︒

　
そ
の
翌
年
の
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
の
新
年
拝
賀
で
は
︑﹁
白
い
綾
織

り（
55
）

﹂︑
そ
し
て
﹁
水
色
の
御
大
礼
服
に
て
其
の
前
部
御
腰
の
辺
り
は
一
面
に
白
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薔
薇
の
造
花
に
て
飾
り
御
襟
に
は
希
代
の
宝
石
を
懸
け
さ
せ
玉
ひ
宝
冠
章
の
大

綬
に
憲
法
発
布
紀
念
章
を
佩
は
せ
玉
ひ
し
御
事
な
れ
ば
金
色
燦
爛
と
し
て
仰
ぎ

見
奉
る
と
も
難
か
り
し
程（

56
）

﹂
と
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
記
述
は
︑
一
見
す
る
と

﹁
白
﹂
と
﹁
水
色
﹂
と
い
う
色
の
点
で
ま
ず
一
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
後
者
の
指
摘
を
も
と
に
検
証
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
一
八
八
九
年
七
月
一
九
日

付
けBerliner Tageblatt
（
朝
刊
五
面
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー

ル
夫
妻
が
ベ
ル
リ
ン
の
ゲ
ル
ゾ
ン
商
会
（G

erson &
 C

o.

）
に
発
注
し
た
一
二
着

の
内
の
一
着
と
考
え
ら
れ
る
︒Berliner Tageblatt

の
記
述
の
訳
を
左
記
に
引
用

す
る
︒　

当
地
の
衣
類
商
人
で
あ
る
ゲ
ル
ゾ
ン
商
会
は
︑
日
本
の
皇
后
の
た
め
に

豪
華
な
衣
服
一
二
着
を
誂
え
た
︒
そ
の
う
ち
の
六
着
は
先
日
完
成
し
︑
昨

日
ま
で
ウ
ェ
ル
デ
ル
シ
ャ
ー
マ
ル
ク
ト
に
あ
る
同
社
の
店
で
展
示
さ
れ
て

い
た
︒
衣
服
の
一
部
は
日
本
の
太
陽
祭
（
筆
者
注
:
新
嘗
祭
）
の
た
め
の

も
の
で
︑
近
日
中
東
京
へ
運
送
さ
れ
る
︒
全
て
の
ド
レ
ス
に
は
二
着
の
ボ

デ
ィ
ス
が
セ
ッ
ト
で
︱
︱
デ
コ
ル
テ
が
覆
わ
れ
て
い
る
も
の
と
開
い
て
い

る
も
の
︱
︱
︑
一
部
に
は
（
筆
者
注
:
衣
服
に
）
合
う
既
製
服
・
帽
子
・

傘
・
マ
フ
・
扇
子
等
が
備
わ
っ
て
い
る
︒

　
最
も
カ
ラ
フ
ル
な
衣
裳
は
︑
く
す
ん
だ
バ
ラ
色
の
絹
の
ア
ッ
プ
リ
ケ
か

ら
で
き
て
お
り
︑
バ
ラ
の
豊
富
な
刺
繍
が
あ
る
︒
同
じ
衣
裳
の
前
の
部
分

は
︑
幅
広
い
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
ー
ズ
の
花
環
で
飾
ら
れ
て
い
る
︒
暗
め

の
ス
エ
ー
ド
革
の
既
製
服
に
は
ド
レ
ス
か
ら
と
っ
た
い
わ
ゆ
る
取
り
付
け

の
バ
ラ
が
輝
い
て
い
る
︒

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
白
か
水
色
の
大
礼
服
か
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
前
の
部
分

が
﹁
薔
薇
の
造
花
﹂︑﹁
幅
広
い
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
ー
ズ
の
花
環
﹂
で
飾
ら
れ

て
い
る
点
が
一
致
し
て
い
る
︒
よ
り
注
視
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
︑

﹁
も
っ
と
も
豪
華
な
衣
裳
﹂
を
大
礼
服
と
と
る
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
判
然
と
は

し
な
い
が
可
能
性
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

　
翌
年
の
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
の
新
年
拝
賀
で
皇
后
が
着
用
し
た
の
は
︑

﹁
薄
桃
色
花
模
様
の
御
上
着
に
同
じ
色
に
所
々
金
色
を
施
せ
る
御
裳
に
て
地
質

は
﹃
精
好
﹄
に
類
す
る
最
と
見
事
な
る
﹂
大
礼
服
で
あ
っ
た（

57
）

︒
そ
の
翌
年
の
新

年
拝
賀
で
も
皇
后
は
︑﹁
白
地
に
薄
桃
花
色
に
草
花
模
様
の
御
上
着
に
同
じ
色

同
じ
模
様
の
洋
服（

58
）

﹂
そ
し
て
︑﹁
白
地
に
薄
桃
色
の
草
花
模
様
の
御
上
着
に
同

じ
色
同
じ
模
様
の
御
裳（

59
）

﹂
の
大
礼
服
を
着
用
し
て
い
る
︒
一
八
九
一
︑ 

二
そ
し

て
四
年
の
新
年
拝
賀
で
着
用
さ
れ
た
大
礼
服
は
︑
白
地
に
薄
桃
色
の
ボ
デ
ィ
ス

に
︑
同
じ
色
か
つ
同
じ
模
様
の
ト
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
大
聖
寺
の
大

礼
服
を
表
現
し
た
記
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
重
要
で
あ
る
の
が
︑
い

ず
れ
の
記
事
も
そ
の
柄
に
つ
い
て
﹁
草
花
模
様
﹂
と
し
︑﹁
薔し
ょ
う
び薇

﹂
と
は
し
て

い
な
い
点
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
大
聖
寺
所
蔵
の
大
礼
服
が
今
日
﹁
バ
ラ
の
刺

繍
﹂
と
断
定
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
大
輪
の
花
と
大
ぶ
り
の
葉
を
果
た
し

て
バ
ラ
と
の
み
表
象
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
疑
問
が
あ
る
︹
図
1
︺（
二
七
頁
）︑
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︹
図
6
︺︒
大
聖
寺
所
蔵
の
大
礼
服
に
見
ら
れ
る
刺
繍
は
︑
バ
ラ
の
特
徴
で
あ
る

棘
や
尖
っ
た
花
弁
は
見
ら
れ
ず
︑
大
輪
の
丸
み
を
帯
び
た
花
で
あ
る
︒
芍
薬
に

似
て
い
る
が
︑
芍
薬
は
一
本
の
茎
に
一
つ
の
花
が
つ
く
の
で
︑
花
の
す
ぐ
真
下

に
つ
ぼ
み
が
見
ら
れ
る
刺
繍
と
は
違
い
が
あ
る
︒
牡
丹
は
︑
葉
に
切
れ
込
み
が

あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
の
で
︑
切
れ
込
み
の
見
ら
れ
な
い
刺
繍
の
葉
と
は
少
し

異
な
る
︒
た
だ
︑
意
匠
と
な
っ
た
場
合
︑
切
れ
込
み
の
な
い
牡
丹
の
葉
が
描
か

れ
る
場
合
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
に
明
治
天
皇
か
ら

鍋
島
直
大
に
下
賜
さ
れ
た
﹁
菊
御
紋
付
牡
丹
孔
雀
象
嵌
銀
製
花
瓶
﹂（
金
沢
銅

器
会
社
製
作
）
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
な
お
︑
小
林
綾
造
の
﹃
錦
綾
帖
﹄
の

見
本
帳
に
は
︑
花
唐
草
模
様
や
草
花
模
様
︑
そ
し
て
牡
丹
の
意
匠
を
み
る
こ
と

は
で
き
る
が
︑
薔
薇
の
掲
載
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
大
聖
寺
所
蔵
の
大
礼
服

の
柄
を
﹁
バ
ラ
の
刺
繍
﹂
と
限
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
芍
薬
や
牡
丹
と
い
っ
た

古
典
園
芸
植
物
も
加
味
し
た
創
作
的
な
草
花
模
様
の
意
匠
と
み
る
方
が
自
然
で

あ
る
︒

　
さ
て
︑
大
聖
寺
の
大
礼
服
が
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
二
月
一
一
日
の
憲

法
発
布
式
な
い
し
同
日
の
行
事
で
着
用
さ
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る（

60
）

︒
し
か
し
な

が
ら
︑
憲
法
発
布
式
で
皇
后
が
着
用
し
た
の
は
︑
大
礼
服
で
は
な
く
中
礼
服
で

あ
っ
た（

61
）

︒
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
憲
法
発
布
式
典
で
の
皇
后
の
装
い
に
つ
い
て
︑

﹁
皇
后
は
洋
式
の
ダ
イ
ヤ
を
ち
り
ば
め
た
宝
冠
を
お
か
ぶ
り
に
な
り
︑
バ
ラ
色

の
衣
裳
に
︑
や
は
り
ダ
イ
ヤ
を
ち
り
ば
め
た
リ
ヴ
ィ
エ
ラ
風
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー

を
つ
け
て
お
ら
れ
た（

62
）

﹂
と
記
述
し
て
い
る
︒
色
の
表
現
を
理
解
す
る
の
は
容
易

図6　白繻子地刺繍草花模様大礼服の刺繍（部分）
大聖寺所蔵
明治神宮鎮座百年祭記念シンポジウム　１00年の森で未来を語る　Mの森連続フォーラム
2020年１0月24日開催パンフレット「美の継承――昭憲皇太后大礼服の物語」より
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で
は
な
い
が
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
﹁
バ
ラ
色
（
筆
者
注
:
原
文
はrosa

）﹂
を

桜
の
花
び
ら
を
表
現
す
る
際
に
も
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら（

63
）

︑
バ
ラ
色
と
は
ピ
ン

ク
色
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑
同
日
夜
の
宮
中
舞
楽
の
演
奏
の
席

で
の
皇
后
の
装
い
に
つ
い
て
︑﹁
皇
后
は
白
地
に
金
色
の
洋
服
を
召
さ
れ
︑
ダ

イ
ヤ
を
散
り
ば
め
た
王
冠
を
か
ぶ
ら
れ
た（

64
）

﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
の
出
来

事
と
し
て
﹁
ガ
ラ
ス
の
お
お
い
の
な
い
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
が
大
礼
服
の
上
に
ロ
ウ

を
た
ら
し
た
こ
と
が
多
少
問
題
に
な
っ
た
﹂
と
日
本
語
訳
版
に
あ
る
が
︑﹁
大
礼

服
﹂
の
部
分
は
ド
イ
ツ
語
原
文
で
男
性
の
大
礼
服
を
あ
ら
わ
す“G

alauniform
en ”

で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
同
年
二
月
一
二
日
付
け
の
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄
夕
版
に
よ

る
と
︑
陪
覧
者
の
う
ち
有
位
の
者
は
大
礼
服
︑
無
位
の
者
は
通
常
礼
服
︑
女
性

は
大
礼
服
で
あ
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
皇
后
が
憲
法
発
布
の
一
連
の
行

事
の
な
か
で
大
礼
服
を
着
用
し
た
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
︒

三
、
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
帰
国
後
の
状
況

 

フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
に
よ
る
ド
イ
ツ
で
の
大
礼
服
の
発
注

　
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
は
前
述
し
た
十
二
着
の
洋
服
の
発
注
を
含
め
︑
二
回

ド
イ
ツ
で
皇
后
の
た
め
の
発
注
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
一
回
目
は
一
八
八
九
年

四
月
の
こ
と
で
︑
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
が
二
年
の
日
本
で
の
在
任
期
間
を
終

え
て
帰
国
す
る
際
に
︑
妻
の
ヴ
ァ
ン
ダ
に
日
本
製
の
洋
服
地
を
も
っ
て
ド
イ
ツ

で
皇
后
の
洋
服
の
裁
縫
を
発
注
す
る
よ
う
依
頼
が
な
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
の
白

縮
緬
の
洋
服
地
等
を
皇
后
宮
大
夫
香
川
敬
三
が
ベ
ル
リ
ン
の
日
本
公
使
館
に

送
っ
て
い
る（

65
）

︒
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
は
ゲ
ル
ゾ
ン
商
会
に
発
注
し
︑
そ
れ
ら

の
洋
服
は
一
八
八
九
年
七
月
一
九
日
付
けBerliner Tageblatt

に
掲
載
さ
れ
た
︒

二
回
目
は
一
八
九
〇
年
三
月
で
︑﹃
昭
憲
皇
太
后
実
録
﹄
に
は
﹁
是
の
月
（
筆

者
注
:
一
八
九
〇
︹
明
治
二
三
︺
年
三
月
）　
元
宮
内
省
顧
問
ド
イ
ツ
国
人

オ

マ
マ

ッ
ト
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
の
妻
に
大
礼
服
等
御
服
の
裁
縫
を
依
頼
し
た

ま
ひ
し
を
以
て
︑
所
用
の
服
地
を
在
ベ
ル
リ
ン
の
我
公
使
館
に
送
付
せ
し
め
ら

る
﹂
と
あ
る（

66
）

︒
二
回
目
に
発
注
さ
れ
た
の
は
明
確
に
大
礼
服
で
あ
っ
た
︒
あ
く

ま
で
も
推
測
の
域
を
で
な
い
が
︑
製
作
・
着
用
時
期
や
そ
の
他
の
大
礼
服
の
状

況
か
ら
判
断
し
て
︑
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
新
年
拝
賀
で
着
用
さ
れ
た

大
礼
服
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
大
礼
服
は
︑﹁
白
地
に
同
じ
白
を
以
て
縫
出
せ

る
花
唐
草
の
御
衣
に
薄
花
色
繻
子
の
金
色
の
菊
花
を
縫
た
る
御
裳
の
御
服（

67
）

﹂︑

﹁
白
地
へ
白
に
て
高
繍
せ
る
花
唐
草
の
御
衣
に
薄
花
色
繻
子
地
菊
花
を
糸
及
ひ

金
に
て
繍
し
た
る
御
裳
の
御
服（

68
）

﹂
で
あ
り
︑
白
地
に
白
の
高
い
刺
繍
が
施
さ
れ

た
花
唐
草
模
様
の
ボ
デ
ィ
ス
に
︑
薄
花
色
の
繻
子
地
に
金
色
の
意
図
で
菊
花
の

刺
繍
の
施
さ
れ
た
ト
レ
ー
ン
の
大
礼
服
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
こ
の
大
礼
服
の
現

存
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒

 
国
産
洋
服
地
の
再
奨
励

　
一
八
九
一
年
六
月
一
〇
日
︑
皇
后
は
重
ね
て
国
産
洋
服
地
を
奨
励
す
る
旨
の
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沙
汰
を
出
し
た（

69
）

︒
内
容
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
︒

　
十
日
　
是
よ
り
先
︑
明
治
二
十
年
一
月
殖
産
興
業
の
御
見
地
よ
り
服
地

は
国
産
織
物
を
愛
用
す
べ
き
思
召
書
を
大
臣
・
勅
任
官
及
び
華
族
等
に
賜

ひ
し
が
︑
歳
月
を
経
る
に
従
ひ
其
の
趣
意
等
閑
に
流
る
る
の
弊
風
漸
く
起

れ
る
を
以
て
︑
今
般
重
ね
て
洋
服
地
を
始
め
其
の
附
属
品
に
至
る
迄
︑
能

ふ
限
り
国
産
品
を
愛
用
し
︑
且
質
素
実
用
を
主
と
す
べ
き
旨
御
沙
汰
あ
ら

せ
ら
る
︒
天
皇
之
を
聞
か
せ
ら
れ
︑
皇
后
の
思
召
を
先
づ
皇
族
及
び
女
官

等
に
達
せ
し
む
べ
き
旨
御
沙
汰
あ
り
︑
且
皇
后
に
費
用
と
し
て
金
五
千
円

を
六
月
及
び
十
二
月
の
二
季
に
分
ち
て
贈
進
あ
ら
せ
ら
る
︒

　
こ
の
時
す
で
に
国
産
洋
装
大
礼
服
が
完
成
し
︑
皇
后
は
新
年
拝
賀
で
着
用
し

て
い
た
︒
そ
の
こ
と
が
︑
皇
后
が
国
産
洋
服
地
の
奨
励
を
さ
ら
に
後
押
し
し
た
︒

国
産
洋
装
大
礼
服
の
﹁
完
成
﹂
の
後
︑
皇
后
よ
り
改
め
て
︑
で
き
る
限
り
国
産

品
を
愛
用
し
︑
か
つ
質
素
実
用
を
主
と
す
る
沙
汰
が
出
た
こ
と
は
興
味
深
い
︒

さ
ら
に
︑
天
皇
が
皇
族
お
よ
び
女
官
に
通
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
徹
底
し
た
こ

と
に
も
︑
天
皇
の
洋
装
に
対
す
る
意
向
が
感
じ
ら
れ
る
︒

　
こ
こ
で
重
要
な
の
が
︑
殖
産
興
業
の
見
地
よ
り
洋
服
地
に
国
産
品
を
用
い
る

こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
洋
服
の
縫
製
に
も
国
産
を
求
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
前
項
で
示
し
た
︑
モ
ー
ル
夫
妻
が
ド
イ

ツ
に
日
本
製
の
洋
服
地
を
持
ち
込
ん
で
大
礼
服
を
発
注
し
た
こ
と
に
も
現
れ
て

い
る
︒
つ
ま
り
︑
織
物
産
業
振
興
の
た
め
︑
洋
服
そ
れ
も
高
位
の
女
性
の
た
め

の
ド
レ
ス
に
も
通
用
す
る
布
地
を
日
本
で
製
作
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て

い
る
︒
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
后
は
︑
来
る
洋
装
の
普
及
に
向
け
︑
既
存
の
着
物

地
だ
け
で
は
な
く
︑
洋
服
地
に
適
し
た
布
地
を
製
作
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国

内
織
物
産
業
の
育
成
を
牽
引
し
た
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に

　
以
上
︑
本
稿
で
は
皇
后
の
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服
に
つ
い
て
︑
宮
内
公
文

書
館
所
蔵
史
料
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
︒
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服
は
︑

一
八
八
八
年
一
月
二
三
日
に
大
島
万
吉
が
三
五
万
円
で
宮
内
省
に
納
品
し
た
も

の
か
つ
小
林
綾
造
が
洋
服
地
を
製
作
し
て
い
た
も
の
で
︑
現
在
京
都
の
尼
門
跡

大
聖
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
白
繻
子
地
刺
繍
草
花
模
様
大
礼
服
と
同
定
で
き
る
︒

一
八
八
六
年
に
ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
に
発
注
し
た
大
礼
服
が
最
終

的
に
十
五
万
四
千
七
十
二
円
二
厘
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
国
産
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
二
.
三
倍
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
に
発
注
し
た
方
が
︑
よ

り
安
い
費
用
で
舶
来
の
大
礼
服
を
購
入
で
き
た
︒
そ
れ
で
も
皇
后
は
︑
国
産
で

洋
装
大
礼
服
を
調
製
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
︒
そ
れ
は
国
産
品
を
奨
励
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
内
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
︒
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
が
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
に
発
注
し
た
大
礼
服
を

は
じ
め
と
す
る
洋
装
品
の
発
注
は
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
国
内
の
商
業
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の
発
展
に
貢
献
す
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
あ
っ
た（

70
）

︒
そ
れ
だ
け
に
︑

大
礼
服
の
生
産
技
術
を
通
じ
て
培
わ
れ
る
国
産
洋
装
品
市
場
の
発
展
は
︑
大
い

に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
小
林
綾
造
が
一
八
八
八
年
に
出
版
し
た
﹃
錦

綾
帖
﹄
に
お
い
て
辻
治
之（

71
）

は
︑
冒
頭
で
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン

（Lorenz von Stein
）
を
引
用
し
つ
つ
︑
物
品
を
生
産
し
海
外
に
販
路
を
開
く
こ

と
が
自
由
貿
易
に
つ
な
が
る
と
の
考
え
を
示
し
た（

72
）

︒
そ
し
て
︑
こ
の
帖
が
織
物

の
生
産
力
を
増
加
さ
せ
︑
殖
産
興
業
の
道
を
開
く
こ
と
︑
ひ
い
て
は
日
本
美
術

の
挽
回
を
も
た
ら
す
と
期
待
す
る
文
章
を
寄
せ
た
︒
小
林
綾
造
に
と
っ
て
フ
ォ

ン
・
モ
ー
ル
夫
妻
の
指
導
に
よ
る
皇
后
の
大
礼
服
地
の
生
産
経
験
は
︑
織
元
を

大
い
に
繁
盛
さ
せ
る
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た（

73
）

︒
大
礼
服
の
国
内
生
産
が

軌
道
に
乗
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
一
八
九
一
年
六
月
以
降
︑
皇
后
は
さ
ら
に
国
内

生
産
に
よ
る
洋
装
の
奨
励
に
意
欲
を
み
せ
た
︒
皇
后
は
自
身
が
洋
装
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
日
本
の
近
代
化
を
国
内
外
に
示
し
た
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
制
度
的

改
革
は
衰
退
し
て
い
た
織
元
の
復
興
と
殖
産
興
業
の
発
展
に
も
寄
与
す
る
も
の

と
な
っ
た
︒

　
本
稿
で
は
文
献
史
料
を
も
と
に
最
初
の
国
産
洋
装
大
礼
服
に
つ
い
て
考
察
を

行
っ
て
き
た
︒
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
大
礼
服
の
調
製
年
代
を
比
定
し
︑
製

作
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
服
飾
史
研
究
の
手
法
だ
け
で
は
容
易
で
は
な
い
︒

そ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
や
材
質
な
ど
の
み
で
判
断
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
ま
た
一
方
で
︑
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
の
み
で
比
定
で
き
る
も
の

で
も
な
い
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
を
架
橋
し
て
初
め
て
︑
よ
り
一
層
確

か
ら
し
い
事
実
が
判
明
す
る
︒
そ
の
こ
と
を
本
稿
で
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

注（
1
）  

明
治
天
皇
の
皇
后
美は

る

子こ

に
つ
い
て
は
︑﹁
昭
憲
皇
太
后
﹂
と
追
号
さ
れ
た
た
め
︑﹁
昭

憲
皇
太
后
﹂
が
正
式
な
呼
称
と
な
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
明
治
天
皇
の
后
と
い
う
意

味
で
以
下
﹁
皇
后
﹂
を
使
用
す
る
︒

（
2
）  

皇
后
の
大
礼
服
と
い
う
場
合
︑
十
二
単
も
大
礼
服
で
あ
る
た
め
︑
本
論
で
は
あ
え
て

洋
装
大
礼
服
と
記
述
す
る
︒
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
（
以
下
︑
宮
内
公
文
書
館
）
所
蔵
︑

明
治
一
九
年
﹁
御
用
度
録
﹂
購
入
四
︑
調
度
寮
︑
六
九
二
八
二
に
は
︑
御
唐
衣
︑
御
表
着
︑

御
五
衣
︑
御
単
︑
御
裳
の
請
求
書
に
﹁
皇
后
宮
御
大
礼
服
新
調
ニ
付
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ

に
よ
っ
て
︑
十
二
単
が
大
礼
服
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
︑﹁
古

式
夏
大
礼
服
﹂
と
の
記
述
も
あ
る
︒

（
3
）  

明
治
神
宮
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
﹁
昭
憲
皇
太
后
九
十
年
祭
記
念
展 

昭
憲
皇
太
后
︱
︱

美
し
き
明
治
の
皇
后
﹂︑
於
:
明
治
神
宮
︑
二
〇
〇
四
年
︑
東
京
藝
術
大
学
︑
中
世
日
本

研
究
所
︑
産
経
新
聞
社
主
催
﹁
尼
門
跡
寺
院
の
世
界
︱
︱
皇
女
た
ち
の
信
仰
と
御
所
文

化
﹂︑
於
:
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
︑
二
〇
〇
九
年
︑
学
校
法
人
文
化
学
園
・
文
化

学
園
服
飾
博
物
館
主
催
﹁
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
宮
廷
服
﹂
於
:
文
化
学
園
服

飾
博
物
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
明
治
神
宮
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
﹁
昭
憲
皇
太
后
百
年
祭
記

念 

明
治
の
皇
后
︱
︱
明
治
天
皇
と
歩
ま
れ
た
昭
憲
皇
太
后
﹂︑
於
:
明
治
神
宮
文
化
館

宝
物
展
示
室
︑
二
〇
一
四
年
︑﹁
昭
憲
皇
太
后
︱
︱
新
し
き
時
代
の
皇
后
﹂︑
於
:
明
治

神
宮
文
化
館
︑
二
〇
一
七
年
︑
横
浜
美
術
館
主
催
﹁
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
ア
ー
ト 

麗
し
き

東
西
交
流
﹂︑
於
:
横
浜
美
術
館
︑
二
〇
一
七
年
︑
華
ひ
ら
く
皇
室
文
化
展
実
行
委
員
会

主
制
作
﹁
明
治
1
5
0
年
記
念 

華
ひ
ら
く
皇
室
文
化
︱
︱
明
治
宮
廷
を
彩
る
技
と
美
﹂︑

於
:
徳
川
美
術
館
・
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
︑
秋
田
市
立
千
秋
美
術
館
︑
京
都
文
化
博
物
館
︑

泉
屋
博
古
館
分
館
︑
学
習
院
大
学
史
料
館
︑
二
〇
一
八
~
二
〇
一
九
年
︑
共
立
女
子
大
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学
博
物
館
主
催
﹁
和
と
洋
が
出
会
う
博
物
館 

共
立
女
子
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
5 

︱
︱

宮
廷
の
服
飾
﹂︑
於
:
共
立
女
子
大
学
博
物
館
︑
二
〇
一
九
年
︑﹁
明
治
神
宮
鎮
座
百
年

祭
記
念
展 
明
治
神
宮
の
鎮
座
﹂︑
於
:
明
治
神
宮
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
︑
明
治
神
宮
︑

二
〇
二
〇
年
︑
茨
城
県
立
歴
史
館
主
催
﹁
華
麗
な
る
明
治
︱
︱
宮
廷
文
化
の
エ
ッ
セ
ン

ス
﹂︑
於
:
茨
城
県
立
歴
史
館
︑
二
〇
二
二
年
︑
文
化
学
園
服
飾
博
物
館
主
催
﹁
日
本
の

洋
装
化
と
文
化
学
園
の
あ
ゆ
み
﹂︑
於
:
文
化
学
園
服
飾
博
物
館
︑
二
〇
二
三
年
︒

（
4
）  

モ
ニ
カ
・
ベ
ー
テ
﹁
昭
憲
皇
太
后
の
白
い
大
礼
服
の
伝
来
に
つ
い
て
﹂（
明
治
神
宮
国

際
神
道
文
化
研
究
所
紀
要
﹃
神
園
﹄
第
二
九
号
︑
二
〇
二
三
︑ 

一
八
一
︱
一
八
五
頁
）︒

（
5
）  

中
山
千
代
﹃
日
本
婦
人
洋
装
史
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
︒

（
6
）  

植
木
淑
子
﹁
女
子
大
礼
服
の
着
用
に
つ
い
て
﹂（﹃
日
本
服
飾
学
会
誌
﹄
第
一
六
号
︑

一
九
九
七
︑ 

六
二
︱
六
九
頁
）︑
同
﹁
明
治
天
皇
の
皇
后
の
洋
装
に
つ
い
て
︱
︱
文
献
資

料
に
よ
る
﹂（﹃
日
本
服
飾
学
会
誌
﹄
第
一
七
号
︑
一
九
九
八
︑ 

一
一
七
︱
一
二
六
頁
）︑

同
﹁
昭
憲
皇
太
后
と
洋
装
﹂（﹃
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
﹄
第
五
〇
号
︑
二
〇
一
三
︑ 

四
〇
四
︱
四
二
二
頁
）︒

（
7
）  

吉
原
康
和
﹃
歴
史
を
拓
い
た
明
治
の
ド
レ
ス
﹄︑
株
式
会
社
G
.B
.︑
二
〇
二
二
︑
お

よ
び
同
﹁
独
り
歩
き
す
る
虚
説 ﹃
帝
国
憲
法
発
布
式
に
大
礼
服
﹄﹂FAC

TA O
N

LIN
E

︑

二
〇
二
三
︒

（
8
）  

大
礼
服
と
中
礼
服
の
違
い
は
︑
主
に
ト
レ
ー
ン
の
長
さ
に
あ
る
︒
公
益
財
団
法
人
成

巽
閣
所
蔵
の
前
田
侯
爵
家
伝
来
大
礼
服
の
よ
う
に
︑
ト
レ
ー
ン
を
取
り
外
し
て
中
礼
服

と
し
て
︑
ま
た
取
り
付
け
て
大
礼
服
と
し
て
着
用
で
き
る
も
の
も
あ
る
た
め
︑
ボ
デ
ィ

ス
と
ス
カ
ー
ト
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
︑
ト
レ
ー
ン
の
着
脱
に
よ
っ
て
大
礼
服
と
も
中
礼

服
と
も
な
り
得
る
︒
よ
っ
て
︑
大
礼
服
と
し
て
現
存
す
る
も
の
も
中
礼
服
と
し
て
︑
ま

た
中
礼
服
と
し
て
現
存
す
る
も
の
も
大
礼
服
と
し
て
着
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
お
く
︒﹁
中
礼
服
﹂
と
し
て
は
︑
ピ
ン
ク
色
が
文
化
学
園
服
飾
博
物
館
に
︑

眞
白
地
織
物
銀
通
し
菊
花
小
模
様
中
礼
服
が
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
︒

（
9
）  

柗
居
宏
枝
﹁
昭
憲
皇
后
の
大
礼
服
発
注
を
め
ぐ
る
対
独
外
交
﹂（
お
茶
の
水
女
子
大
学

﹃
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
﹄
第
一
八
号
︑
二
〇
一
五
︑ 

三
九
︱
四
八
頁
）︒

（
10
）  

明
治
神
宮
監
修
﹃
昭
憲
皇
太
后
実
録
﹄
上
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
四
︑ 

三
七
九

︱
三
八
〇
頁
︒

（
11
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
一
九
年
﹁
会
計
予
算
録
﹂
二
︑
内
蔵
寮
︑
二
三
八
四
四
︱

二
︒

（
12
）  

明
治
（
一
九
）
年
七
月
二
五
日
付
け
香
川
敬
三
宛
伊
藤
博
文
書
簡 

霞
会
館
記
念
学
習

院
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
﹁
香
川
家
史
料
﹂
二
〇
八
七
六
︒

（
13
）  

注
（
11
）
に
同
じ
︒

（
14
）  

同
右
︒

（
15
）  

研
谷
紀
夫
編
﹃
皇
族
元
勲
と
明
治
人
の
ア
ル
バ
ム
︱
︱
写
真
師
丸
木
利
陽
と
そ
の
作

品
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
五
︑ 

二
六
︱
二
九
頁
︑
お
よ
び
長
佐
古
美
奈
子
﹁
宮
中
晩

餐
会
の
歴
史
的
考
察
（
二
）
︱
︱
明
治
二
二
年
大
日
本
帝
国
発
布
式
の
諸
様
相
﹂（﹃
学

習
院
大
学
史
料
館
紀
要
﹄
第
二
七
号
︑
二
〇
二
一
）︒

（
16
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
真
辺
美
佐
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
皇
室
外
交
儀
礼
の
形
成
過

程
︱
︱
管
轄
官
庁
の
変
遷
を
通
し
て
﹂（
安
在
邦
夫
︑
真
辺
将
之
︑
荒
船
俊
太
郎
編
著

﹃
明
治
期
の
天
皇
と
宮
廷
﹄︑
梓
出
版
社
︑
二
〇
一
六
）
の
第
六
節
を
参
照
の
こ
と
︒

（
17
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
二
一
年
﹁
御
用
度
録
﹂
二
︑
調
度
寮
︑
六
九
三
〇
〇
︒

（
18
）  

大
島
萬
吉
︑
ま
た
は
大
嶋
万
吉
︑
大
嶋
萬
吉
と
も
︒

（
19
）  

前
掲
﹃
日
本
婦
人
洋
装
史
﹄︑
三
二
四
頁
︒
出
典
は
︑﹁
業
界
長
老
諸
氏
談
話
﹂
と
あ
る
︒

な
お
︑
明
治
三
仕
立
屋
と
称
さ
れ
て
い
た
﹁
飯
島
民
次
郎
﹂︑﹁
大
島
万
蔵
﹂︑﹁
田
中
栄

次
郎
﹂
の
う
ち
の
﹁
大
島
万
蔵
﹂
と
は
名
前
が
似
て
い
る
が
︑
親
子
か
兄
弟
で
あ
ろ
う
か
︒

大
島
万
蔵
の
顧
客
は
官
界
・
財
界
の
夫
人
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
﹃
日

本
婦
人
洋
装
史
﹄︑
二
七
四
頁
）︒

（
20
）  
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
二
〇
年
﹁
御
用
度
録
﹂
購
入
三
︑
調
度
寮
︑
六
九
二
九
三
︒

（
21
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
二
〇
年
﹁
御
用
度
録
﹂
購
入
二
︑
調
度
寮
︑
六
九
二
九
二
︒

（
22
）  

注
（
20
）
に
同
じ
︒

（
23
）  

同
右
︒
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（
24
）  

同
右
︒

（
25
）  
注
（
21
）
に
同
じ
︒

（
26
）  
注
（
20
）
に
同
じ
︒

（
27
）  

同
右
︒

（
28
）  

同
右
︒

（
29
）  

同
右
︒
住
所
は
日
本
橋
区
呉
服
町
一
八
番
地
（
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
二
三
年

﹁
御
用
度
録
﹂
宮
廷
費
御
服
ノ
部
︑
調
度
寮
︑
六
九
三
二
三
）︒

（
30
）  

注
（
20
）
に
同
じ
︒

（
31
）  

同
右
︒

（
32
）  

同
右
︒

（
33
）  

オ
ッ
ト
マ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
︑
金
森
誠
也
訳
﹃
ド
イ
ツ
貴
族
の
明
治
宮
廷
記
﹄︑

講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
一
一
︑ 

一
八
︑ 

二
一
頁
︒von M

ohl, O
ttm

ar, Am
 japanischen 

H
ofe, m

it einem
 Vorw

ort und Begleittexten von K
laus Lerch, K

aarst: H
ibarios Verlag, 

2013 , S. 15 , 17 .

（
34
）  

同
右
︑
五
三
︱
六
〇
頁
︒S. 37 -40 .

（
35
）  

同
右
︑
五
七
頁
︒S. 39 .

（
36
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
三
三
年
﹁
例
規
録
﹂︑
皇
后
宮
職
︑
五
一
〇
四
︒

（
37
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
三
三
年
﹁
重
要
雑
録
﹂︑
皇
后
宮
職
︑
二
四
七
五
八
︒

（
38
）  

福
羽
逸
人
﹃
福
羽
逸
人
回
顧
録
﹄︑
財
団
法
人
国
民
公
園
協
会
新
宿
御
苑
︑

二
〇
〇
六
︑ 

二
八
頁
︒

（
39
）  

山
川
三
千
子
﹃
女
官
︱
︱
明
治
宮
中
出
仕
の
記
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
一
六
）
に
よ
れ
ば
︑

﹁
今
の
よ
う
に
専
門
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど
な
か
っ
た
の
で
︑
フ
ラ
ン
ス
か
ら
送
ら
れ
て
来

る
カ
タ
ロ
グ
に
よ
っ
て
︑
こ
の
人
た
ち
（
筆
者
注
:
山
川
操
︑
北
島
以
登
子
︑
香
川
志

保
子
）
が
︑
皇
后
宮
さ
ま
の
御
洋
服
の
形
を
考
え
て
︑
お
裁
縫
所
で
作
ら
せ
る
の
で
し

た
﹂（
二
一
頁
）︑﹁
お
洋
服
は
別
に
お
裁
縫
所
と
い
う
の
が
あ
っ
て
︑
そ
こ
で
専
任
の
玄

人
が
お
仕
立
を
し
て
い
て
︑
皇
后
宮
様
の
お
寸
法
は
︑
外
国
語
の
お
通
弁
を
し
て
い
る

高
等
女
官
の
人
々
が
︑
ま
た
女
官
の
物
は
裁
縫
所
に
い
る
女
の
係
員
が
寸
法
を
と
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
︑
全
部
御
所
内
で
縫
っ
て
お
り
ま
し
た
﹂（
三
六
頁
）︑﹁
こ
の

日
（
筆
者
注
:
観
桜
会
）
の
た
め
に
は
皇
后
宮
様
の
お
洋
服
の
ご
新
調
や
︑
御
装
身
具

と
の
調
和
な
ど
と
︑
御
服
装
の
こ
と
を
担
当
す
る
御
用
掛
の
人
は
︑
な
か
な
か
頭
痛
の

種
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
カ
タ
ロ
グ
は
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
送
ら
れ
て
き
て
い

ま
し
た
（
中
略
）
生
地
類
は
た
い
て
い
輸
入
品
で
し
た
﹂（
一
七
八
頁
）
と
あ
る
︒

（
40
）  

都
新
聞
社
﹃
都
の
華
﹄
第
三
四
号
︑
一
九
〇
〇
年
六
月
︑
七
頁
︒
な
お
︑
ル
ビ
は
一

部
の
み
掲
載
し
省
略
し
た
︒

（
41
）  

注
（
36
）
に
同
じ
︒

（
42
）  

前
掲
﹃
ド
イ
ツ
貴
族
の
明
治
宮
廷
記
﹄︑
一
二
七
︱
一
二
八
頁
︒Am

 japanischen 

H
ofe, S. 84 .

（
43
）  

同
右
︑
一
五
九
︱
一
六
〇
頁
︒
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
の
﹁
日
本
の
民
族
衣
裳
﹂（
前
掲
﹃
ド

イ
ツ
貴
族
の
明
治
宮
廷
記
﹄
一
五
八
︱
一
六
一
頁
）
と
よ
く
似
た
内
容
の
報
告
を
︑
駐

日
ド
イ
ツ
公
使
の
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
が
ド
イ
ツ
の
外
務
省
へ
書
き
送
っ
て
い
る

（Politisches Archiv des Ausw
ärtigen Am

ts, R18 .674

）︒
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
は

観
菊
会
で
聞
い
た
内
容
と
し
て
い
る
︒
情
報
源
は
︑
観
菊
会
で
会
っ
た
フ
ォ
ン
・
モ
ー

ル
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
内
閣
に
お
け
る
薩
摩
閥
に
つ
い
て
の
情
報
も
近
似
し

て
い
る
︒
な
お
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
は
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の“Vandalen ”

ク
ラ
ブ

の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
の
こ
と
を
一
八
六
〇

年
代
か
ら
よ
く
認
識
し
て
い
た
（Am

 japanischen H
ofe, S. 18

）︒

（
44
）  

注
（
17
）
に
同
じ
︒

（
45
）  

小
林
綾
造
編
集
・
発
行
﹃
錦
織
帖
﹄（
丸
善
商
社
書
店
︑
博
聞
社
︑
一
八
八
九
年
六
月

二
八
日
発
行
）
に
よ
れ
ば
︑
小
林
綾
造
の
住
所
は
︑
京
都
一
条
通
黒
門
東
入
如
水
町

一
九
番
地
︑
支
店
は
東
京
日
本
橋
区
呉
服
町
一
八
番
地
︒
注
（
29
）
に
記
載
さ
れ
て
い

る
住
所
は
東
京
支
店
で
あ
る
︒
東
京
支
店
で
宮
内
省
の
御
用
聞
き
を
行
い
︑
京
都
の
本

店
に
工
場
を
持
ち
製
作
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
46
）  

西
陣
織
の
六
人
衆
お
よ
び
小
林
綾
造
に
つ
い
て
は
︑
玲
瓏
館
主
人
﹁
西
陣
最
後
の
六

人
衆 

小
林
綾
造
寸
描
﹂（
上
方
郷
土
研
究
会
編
﹃
上
方
﹄
一
〇
二
号
︑
創
元
社
︑
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一
九
三
九
年
︑
四
一
︱
四
三
頁
）
を
参
照
︒﹃
上
方
﹄
の
﹁
編
輯
者
よ
り
﹂
に
掲
載
さ
れ

た
氏
名
か
ら
判
断
し
︑
玲
瓏
館
主
人
は
西
陣
織
物
研
究
家
の
野
村
信
三
の
こ
と
︒

（
47
）  

一
八
八
七
年
三
月
一
三
日
付
け
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
一
面
︒

（
48
）  

宮
内
庁
編
﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
第
六
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
一
︑ 

六
二
二
頁
︒
お

よ
び
前
掲
﹃
昭
憲
皇
太
后
実
録
﹄
上
巻
︑
四
〇
〇
︱
四
〇
一
頁
︒

（
49
）  

有
栖
川
宮
熾
仁
が
揮
毫
し
た
の
は
︑﹁
明
治
二
一
年
三
月
﹂（﹃
錦
綾
帖
﹄）
で
︑
有
栖

川
宮
熾
仁
﹃
熾
仁
親
王
日
記
﹄（
第
五
巻
︑
高
松
宮
家
︑
三
六
頁
）
明
治
二
一
年
三
月

二
八
日
の
条
に
︑﹁
従
四
位
伯
溝
口
直
正
・
織
物
職
小
林
綾
造
・
侍
医
池
田
謙
齋
・
監
軍

伯
山
県
有
朋
来
入
︑
面
謁
之
事
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
に
揮
毫
し
た
と
考
え
ら

れ
る
︒

（
50
）  

明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
編
﹃
明
治
神
宮
100
年
の
森
で
未
来
を
語
る
︱
︱
M

の
森
連
続
フ
ォ
ー
ラ
ム
全
記
録
﹄︑
鹿
島
出
版
会
︑
二
〇
二
三
︑ 

八
九
︱
九
一
頁
︒

（
51
）  

山
口
晋
一
編
﹃
諸
官
省
用
達
商
人
名
鑑 

第
一
回
後
編
﹄︑
山
口
晋
一
︑ 

一
九
一
一
︑ 

五
八
頁
︒

（
52
）  

前
掲
﹃
明
治
神
宮
100
年
の
森
で
未
来
を
語
る
︱
︱
M
の
森
連
続
フ
ォ
ー
ラ
ム
全
記
録
﹄︑

八
六
頁
︒

（
53
）  

一
八
八
九
年
一
月
二
日
付
け
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄︑
六
面
︒

（
54
）  

消
去
法
で
は
あ
る
が
︑
深
井
晃
子
が
﹁
幻
の
大
礼
服 

ジ
ャ
ン
=

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ォ

ル
ト
の
回
想
﹂（
前
掲
﹃
神
園
﹄
第
二
九
号
︑
一
七
二
︱
一
八
〇
頁
）
で
指
摘
し
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
の
高
級
婦
人
服
店
ジ
ャ
ン
=

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ォ
ル
ト
（Jean Philippe 

W
orth

）
が
一
八
八
〇
年
代
に
製
作
し
た
日
本
の
皇
后
の
た
め
の
大
礼
服
が
こ
れ
に
あ

た
る
可
能
性
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
史
料
的
根
拠
が
ウ
ォ
ル
ト
の
回
想
（W

orth, 

Jean Philippe, A C
entury of Fashion, Boston: Little Brow

n &
 C

om
pany, 1928 .

）
に
よ

る
も
の
で
︑
領
収
書
類
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
現
存
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
55
）  

メ
ア
リ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
著
︑
ヒ
ュ
ー
・
コ
ー
タ
ッ
ツ
ィ
編
︑
横
山
俊
夫
訳
﹃
英
国

公
使
夫
人
の
見
た
明
治
日
本
﹄︑
淡
交
社
︑
一
九
八
八
年
︑
一
三
七
頁
︒

（
56
）  

一
八
九
〇
年
一
月
二
日
付
け
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄︑
二
面
︒

（
57
）  

一
八
九
一
年
一
月
二
日
付
け
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄︑
三
面
︒

（
58
）  

一
八
九
二
年
一
月
三
日
付
け
﹃
読
売
新
聞
﹄︑
二
面
︒

（
59
）  

一
八
九
二
年
一
月
二
日
付
け
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄︑
二
面
︒

（
60
）  

大
聖
寺
所
蔵
の
大
礼
服
の
修
復
を
行
っ
て
い
る
中
世
日
本
研
究
所
所
長
の
モ
ニ
カ
・

ベ
ー
テ
が
二
〇
二
三
年
三
月
一
八
日
報
道
の
N
H
K
番
組
﹁
ロ
イ
ヤ
ル
・
ミ
ス
テ
リ
ー 

皇
后
の
ド
レ
ス
の
謎
﹂
の
な
か
で
発
言
し
た
ほ
か
︑
前
掲
﹁
昭
憲
皇
太
后
の
白
い
大
礼

服
の
伝
来
に
つ
い
て
﹂
に
お
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
同
年
二
月
に
大
聖
寺

で
の
大
礼
服
の
一
般
公
開
を
報
じ
た
大
手
新
聞
も
同
様
の
趣
旨
で
報
じ
て
い
る
（
二
月

九
日
付
け
﹃
京
都
新
聞
﹄︑
二
月
一
〇
日
付
け
﹃
産
経
新
聞
﹄︑
同
日
付
け
﹃
朝
日
新
聞
﹄）︒

こ
の
点
に
つ
い
て
︑
前
掲
﹁
独
り
歩
き
す
る
虚
説
﹃
帝
国
憲
法
発
布
式
に
大
礼
服
﹄﹂
に

お
い
て
吉
原
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

（
61
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
二
二
年
﹁
憲
法
発
布
式
録
﹂︑
式
部
職
︑
一
二
八
四
八
︒

こ
の
史
料
を
参
照
し
て
い
な
い
が
︑
こ
の
時
の
中
礼
服
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
あ
る
︒

植
木
淑
子
﹁
明
治
天
皇
の
皇
后
の
洋
服
に
つ
い
て
︱
︱
ピ
ン
ク
地
羽
根
文
様
御
中
礼

服
﹂（﹃
日
本
服
飾
学
会
誌
﹄
第
一
八
号
︑
一
九
九
九
︑ 

四
七
︱
五
四
頁
）︒

（
62
）  

前
掲
﹃
ド
イ
ツ
貴
族
の
明
治
宮
廷
記
﹄︑
二
七
四
頁
︒Am

 japanischen H
ofe, S. 183 .

（
63
）  

同
右
︑
二
〇
四
︱
二
〇
五
頁
︒Ibid. S.135 .

（
64
）  

同
右
︑
二
七
七
頁
︒Ibid. S.185 .

（
65
）  

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︑
明
治
二
二
年
﹁
重
要
雑
録
﹂︑
皇
后
宮
職
︑
二
四
七
五
二
︒

（
66
）  

前
掲
﹃
昭
憲
皇
太
后
実
録
﹄
上
巻
︑
五
一
三
︱
五
一
四
頁
︒

（
67
）  

一
八
九
三
年
一
月
三
日
付
け
︑﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄︑
一
面
︒

（
68
）  

一
八
九
三
年
一
月
三
日
付
け
︑﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄︑
一
一
面
︒

（
69
）  
前
掲
﹃
昭
憲
皇
太
后
実
録
﹄
上
巻
︑
五
六
九
頁
︒

（
70
）  
一
八
八
九
年
七
月
一
八
日
付
けBerliner Tageblatt.

（
71
）  

辻
は
東
京
府
士
族
で
︑
辻
治
之
編
︑
安
達
謙
蔵
﹃
内
地
雑
居
講
究
会
報
告
﹄

（
一
八
九
二
年
）
や
辻
治
之
編
︑
内
地
雑
居
講
究
会
﹃
内
地
雑
居
尚
早
意
見
﹄（
一
八
九
三

年
）
な
ど
が
あ
る
︒
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（
72
）  

な
お
︑
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
こ
の
頃
始
ま
っ
た
日
本
女
性
の
洋
装
に
つ
い
て
︑
丸
山

作
楽
に
反
対
で
あ
る
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
（
丸
山
作
楽
﹁
澳
国
通
信
﹂︑﹃
東
洋
学

会
雑
誌
﹄
第
九
号
︑
二
五
︱
二
六
頁
）︒

（
73
）  

小
林
綾
造
の
生
活
ぶ
り
は
豪
奢
を
極
め
た
が
︑
後
年
は
没
落
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

（
前
掲
︑
玲
瓏
館
主
人
﹁
西
陣
最
後
の
六
人
衆 

小
林
綾
造
寸
描
﹂︑
四
二
︱
四
三
頁
）︒

付
記

　
本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費JP19 H

01296

︑JP20 H
01464

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒




